
発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針】(35／39) 
別紙４－２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類 Ⅲ－１－１ 添付書類 Ⅲ－１－１－２ 添付書類 Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：4.1.2 動的地震力に記載している内容】 

 （中略） 

 動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきに

よる材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法，設計

用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基

本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１

－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

5. 地質断面図 

地震応答解析に用いる地質断面図は，評価対象地点近傍のボ－リング

調査等の結果に基づき，岩盤及び表層地盤の分布を設定し作成する。第

5-1 図に敷地内地質平面図を示す。 

 

代表例として，第 5-1 図に示す断面位置の地質断面図を第 5-2 図に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

地震応答解析に用いる地質断面図は，評価対象地点近傍のボ

－リング調査等の結果に基づき，岩盤，堆積物及び埋戻土の分布

を設定し作成する。図5-1 に敷地内で実施したボ－リング調査

位置図を示す。 

代表例として，図5-1 に示す断面位置の地質断面図を図5-2 

に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針】(36／39) 
別紙４－２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類 Ⅲ－１－１ 添付書類 Ⅲ－１－１－２ 添付書類 Ⅴ－２－１－３ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針】(37／39) 
別紙４－２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類 Ⅲ－１－１ 添付書類 Ⅲ－１－１－２ 添付書類 Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：4.1.2 動的地震力に記載している内容】 

 （中略） 

 入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについて，地震動評

価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建屋・構造物の直下又

は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定する。 

 

 

6. 地盤の速度構造 

6.1 入力地震動設定に用いる地下構造モデル 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，解放基盤表面

（T.M.S.L.－70m）から地震応答解析モデルの基礎底面位置の鷹架層を

モデル化するとともに，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び

対象建屋・構造物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適

切に設定する。 

なお，地下構造モデルの設定については，繰返し三軸試験による地下

構造のひずみ依存特性を解析用地盤物性値として用いる。 

 

 

 

 

6.2 地震応答解析に用いる解析モデル 

燃料加工建屋の地下構造モデルを第6-1表に，入力地震動算定の概念

図を第6-1図に示す。燃料加工建屋は直下及び近傍において複数の速度

構造データが得られていることから，それらの速度構造データを用いて

解析モデルを設定する。第6-2図に燃料加工建屋に係るPS検層孔の位置

図を示す。 

 

 

なお，今回申請対象施設以外の解析モデルについては，当該施設の申

請時において示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第6-1表 入力地震動の策定に用いる地下構造モデル 

（燃料加工建屋） 

 
注記 ＊1：第 3-2 図（１）に示す造成盛土のひずみ依存特性を設定する。 

＊2：第 3-2 図（２）に示す六ヶ所層のひずみ依存特性を設定する。 

＊3：第 3-1 図（２）に示す軽石凝灰岩のひずみ依存特性を設定する。 

＊4：第 3-1 図（８）に示す軽石質砂岩のひずみ依存特性を設定する。 

＊5：第 3-1 図（６）に示す細粒砂岩のひずみ依存特性を設定する。 

 

 

 

 

6. 地盤の速度構造 

6.1 入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，解放

基盤表面（EL.－370m）から解析モデル底面位置の久米層をモデ

ル化する。地下構造モデルを表6-1 に示す。入力地震動算定の

概念図を図6-1 に示す。 

なお，繰返し三軸試験により，久米層はせん断剛性及び履歴減

衰のひずみ依存特性を有していることを確認していることか

ら，久米層のモデル化においては，繰返し三軸試験による久米層

のひずみ依存特性を解析用地盤物性値として用いる。 

 

 

 

6.2 地震応答解析に用いる浅部地盤の解析モデル 

地震応答解析に用いる地盤の速度構造モデルとして，図6-2 

に示す位置で実施したPS 検層の結果に基づく地層ごとのせん

断波速度Vs 及び粗密波速度Vp を表6-2 に示す。 

表6-2 では，PS 検層結果を2 種類の速度構造モデルとして取

り纏めている。表6-2 のうち平均値として記載した速度構造モ

デルは，全応力解析に適用する。 

 

 

 

また，有効応力解析コード「ＦＬＩＰ」では，平均有効主応力

の関数式にて動的変形特性をモデル化する必要がある。よって，

表6-2 のうち平均有効主応力依存式として記載した速度構造モ

デルは，有効応力解析に適用することを基本とする。ただし，一

部の全応力解析に対しては，平均有効主応力の関数式にてせん

断波速度Vs をモデル化する場合がある。 

 

 
 

 

 

 

 

 

・地下構造モデルの

設定の違いによる

記載。本内容につい

ては，「補足説明資

料【耐震建物 08】地

震応答解析に用い

る地盤モデル及び

地盤物性値の設定

について」に示す。 

 

・解析モデルの設定

の違いによる記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１回申請対象施

設の動的解析にお

いて，地震時におけ

る地盤の有効応力

の変化に応じた影

響はない。 

 

 

・解析モデルの設定

の違いによる記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽地表面

▽基礎底面

▽解放基盤表面

標高
T.M.S.L.（m）

岩種
単位体積重量

γt（kN/m3）

S波速度

Vs（m/s）
減衰定数
h－γ

P波速度

Vp（m/s）

55.0
造成盛土 15.7 160 580

剛性低下率

G/G0-γ

980

＊1

＊2

＊3

-49.0
細粒砂岩

-70.0
細粒砂岩 18.2 1090

軽石質砂岩
18.2 1090

2260

＊4

＊5

－

31.53

9.0
15.6 810

35.0

軽石凝灰岩
15.3 660

46.0
六ヶ所層 16.5 320

-28.0

1860

1920

2260
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針】(38／39) 
別紙４－２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類 Ⅲ－１－１ 添付書類 Ⅲ－１－１－２ 添付書類 Ⅴ－２－１－３ 
 

 
第6-1図 入力地震動算定の概念図 

                     （燃料加工建屋）                        

 

 

 

 

 

 
第 6-2 図 燃料加工建屋の地盤モデル作成に用いる PS 検層孔位置図 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・解析モデルの設定

の違いによる記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析モデルの設定

及びプラント固有

の違いによる記載。 

 

一次元波動論に
基づく地震応答解析

鷹架層

解放基盤表面
▼T.M.S.L. -70.0m

基準地震動Ss及び
弾性設計用地震動Sd

反
射
波

入
射
波

ENFN

基礎底面位置の
地盤応答 E+Fと
切欠き力 P を入力

底面ロッキングばね
底面スウェイばね

造成盛土

側面スウェイばね 地表面
▼T.M.S.L. 55.0m

建屋側面位置の地盤
応答 E+Fを入力

六ヶ所層
鉛直ばね ▼基礎底面

（水平方向）（鉛直方向）

D-3

g-3
N-f

  _
g-d

_
g-f

＿ _
N6-f

＿
N6-X

No.1

No.2

No.3

燃料加⼯建屋

：地盤モデルの作成に用いるPS検層孔
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針】(39／39) 
別紙４－２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類 Ⅲ－１－１ 添付書類 Ⅲ－１－１－２ 添付書類 Ⅴ－２－１－３ 
   

7. 地盤の液状化強度特性の代表性，網羅性及び保守性 

本章では，「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」及び

「3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応力解析に

用いる解析用物性値」に記載した地盤の液状化強度特性の代表

性，網羅性及び保守性についての確認結果を記載する。 

7.1 液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性 

「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」は設置変更許

可段階での液状化強度試験結果に基づき設定されているが，工

事計画認可申請段階においては，液状化検討対象層の分布状況

を踏まえた平面及び深度方向のデータ拡充を目的とするととも

に，液状化強度試験箇所のＮ値と細粒分含有率Fc を用いて道路

橋示方書に基づき算定される液状化強度比RL を指標とした保

守的な試験箇所の選定による液状化強度試験結果の代表性向上

を目的とし，追加液状化強度試験を実施した。設置変更許可段階

及び追加液状化強度試験箇所の平面配置を図7-1 に示す。 

これらの液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性について

は，上記の液状化強度比RL の平均値と，敷地内調査孔（敷地で

取得した全データ）のＮ値と細粒分含有率Fc を用いて算定され

る液状化強度比RL の平均値を比較することにより確認する。 

液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性の確認結果の例とし

て，du 層とAs 層における液状化強度比RL の比較結果を図7-2 

に示す。液状化強度試験箇所の液状化強度比RＬの平均値が敷地

内調査孔の液状化強度比RL の平均値よりも小さいことから，液

状化強度試験箇所の代表性及び網羅性を確認した。 

 

7.2 地盤の液状化強度特性における代表性及び保守性 

「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」に記載した地

盤の液状化強度特性に対し，追加液状化強度試験結果との比較

等を行うことでその代表性を確認する。また，「3.2.2 強制的に

液状化させることを仮定した有効応力解析に用いる解析用物性

値」に記載した敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性

と，これら原地盤の液状化強度試験結果を比較することでその

保守性を確認する。 

地盤の液状化強度特性における代表性及び保守性の確認結果

の例として，du層とAs層の液状化強度特性の比較結果を図7-3 

に示す。 

追加液状化強度試験結果が「3.2.1 有効応力解析に用いる解

析用物性値」に記載した地盤の液状化強度特性を上回っている

こと，及び要素シミュレーション結果であるＦＬＩＰ 原地盤の

解析用液状化強度特性（設置変更許可申請段階，－1σ）がおお

むね液状化強度試験結果の下限を通っていることから，地盤の

液状化強度特性における代表性を確認した。 

さらに，「3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応

力解析に用いる解析用物性値」に記載した敷地に存在しない豊

浦標準砂の液状化強度特性が全ての液状化強度試験結果よりも

十分小さいことを確認することで，地盤の液状化強度特性にお

ける保守性を確認した。 

 

 

・ MOX 燃料加工施設

では，敷地全体の

データと液状化強

度試験に用いたデ

ータを比較し，液

状化しやすいデー

タを用いているこ

とで代表性及び網

羅性があることを

確認している。確

認結果について

は，他サイトの審

査実績も鑑みて，

補足説明資料（地

盤の支持性能につ

いて）において説

明する。 

・ なお，MOX 燃料加工

施設では，有効応

力解析に用いる液

状化強度特性は，

敷地の原地盤にお

ける代表性及び網

羅性を踏まえた上

で保守性を考慮し

て設定する方針で

あり，地盤を強制

的に液状化させる

ことを仮定した影

響は考慮しないた

め，記載しない。 
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令和４年８月２日 Ｒ９ 

 

 

 

別紙４－３ 
 

 

 

重要度分類及び重大事故等対処施設

の設備分類の基本方針 
 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(1／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方

針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 安全機能を有する施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

2.2 クラス別施設 

 

 

 

 

 

2.3 耐震重要度分類上の留意事項 

2.4. MOX 燃料加工施設の区分 

3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備分類 

4.1 耐震設計上の設備分類 

4.2 設備分類上の留意事項 

4.3 重大事故等対処施設の区分 

4.4 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基

本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

 

 

 

 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可申請

書に基づき MOX 燃

料加工施設におけ

る各クラスに分類

する施設及び耐震

重要度分類上の留

意事項を記載した。 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき，設備分

類上の留意事項を

記載した。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(2／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
3.  耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分

類 

 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大

事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設

備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

a. MOX を非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブ

ボックス等であって，その破損による公衆への放射線の影

響が大きい施設 

b. 上記 a.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放

散を抑制するための設備・機器 

c. 上記 a.及び b.の設備・機器の機能を確保するために必

要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「3. 耐震重要

度分類及び重大事故等対処施設の設備分類」に基づき MOX 燃料加工施設

の耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類について

の基本方針について説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 安全機能を有する施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており

その機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，

放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要

な施設及び放射性物質が外部に放散される事故発生の際に外部に放散

される放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

a. MOX を非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボック

ス等であって，その破損による公衆への放射線の影響が大きい

施設 

b. 上記 a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を

抑制するための設備・機器 

c. 上記 a．及び b．の設備・機器の機能を確保するために必要な

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分

類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類及び

重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針について説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類す

る。 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必

要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するため

の施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

d. 原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を

除去するための施設 

f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁とな

り放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を

抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直接

防ぐための施設」以外の施設 

h. 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」とい

う。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」と

いう。） 

i. 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設

備」という。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

377
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【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(3／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又は MOX を非密封で

取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さい

もの（ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式により

その破損による公衆への放射線の影響が十分小さいもの

は除く。） 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス

に属する施設と比べ小さい施設。 

 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又は MOX を非密封で取り扱う設

備・機器を収納するグローブボックス等であって，その破損による

公衆への放射線の影響が比較的小さいもの(ただし，核燃料物質が

少ないか又は収納方式によりその破損による公衆への放射線の影

響が十分小さいものは除く。) 

 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であって

Ｓクラス以外の設備・機器 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施

設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次冷

却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

b. 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない

又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影

響が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭和53 

年通商産業省令第77 号）第2 条第2 項第6 号に規定する「周辺

監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さいもの

は除く。） 

c. 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損

により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性

のある施設 

d. 使用済燃料を冷却するための施設 

e. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(4／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 

a. MOX を非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブ

ボックス等であって，その破損による公衆への放射線の影

響が大きい施設 

b. 上記 a.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放

散を抑制するための設備・機器 

c. 上記 a.及び b.の設備・機器の機能を確保するために必

要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等

であって，その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理装置グロー

ブボックス(下部)，ペレット立会検査装置グローブボックス及び

一部のペレット保管容器搬送装置を収納するグローブボックスを

除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

イ. 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を含む。) 

ロ. 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

イ. 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温度高による

過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置への冷却水流量低によ

る加熱停止回路を含む。) 

ロ. 小規模焼結炉排ガス処理装置 

b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制

するための設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機器 

イ. 安全上重要な施設のグローブボックスからグローブボック

ス排風機までの範囲及び安全上重要な施設のグローブボックス

の給気側のうち，グローブボックスの閉じ込め機能維持に必要

な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合いは，手動ダ

ンパ又は弁の設置によりＢクラス以下の排気設備の破損によっ

てＳクラスの排気設備に影響を与えないように設計する。 

ロ. グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施設のグロー

ブボックスに付随するもの。) 

ハ. グローブボックス排気フィルタユニット 

ニ. グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要な回路を含

む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

イ. 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室

から工程室排気フィルタユニットまでの範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合いは，手動ダ

ンパの設置によりＢクラス以下の排気設備の破損によってＳク

ラスの排気設備に影響を与えないように設計する。 

ロ. 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために必要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

イ. 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な範囲) 

ロ. 燃料油貯蔵タンク 

ハ. 非常用直流電源設備 

ニ. 非常用無停電電源装置 

ホ. 高圧母線及び低圧母線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可申請

書に基づき MOX 燃

料加工施設におけ

るＳクラスに分類

する施設を記載し

た。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(5／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又は MOX を非密封で

取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さい

もの（ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式により

その破損による公衆への放射線の影響が十分小さいもの

は除く。） 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

イ. グローブボックス温度監視装置 

ロ. グローブボックス消火装置(安全上重要な施設のグローブボ

ックスの消火に関する範囲) 

ハ. 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボックスの排

気系に設置するもの。) 

ニ. ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボックスの給

気系に設置するもの。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高による混合

ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉系，小規模

焼結処理系) 

 

 (2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMOXを非密封で取り扱う設

備・機器を収納するグローブボックス等であって，その破損による公

衆への放射線の影響が比較的小さいもの(ただし，核燃料物質が少な

いか又は収納方式によりその破損による公衆への放射線の影響が十

分小さいものは除く。) 

(a) MOXを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質の環境への放散の

おそれのない装置類又は内蔵量の非常に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボックス(ただし，

選別・保管設備及び燃料棒加工工程の一部のグローブボックスを

除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であって

Ｓクラス以外の設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグローブボック

ス等からＳクラスのグローブボックス排気設備に接続するまでの

範囲及びＢクラスのグローブボックスの給気側のうち，フィルタ

までの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

イ. 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボックス(窒

素循環型)を循環する経路 

ロ. 窒素循環ファン 

ハ. 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮

蔽 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき MOX 燃

料加工施設におけ

るＳクラスに分類

する施設を記載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき MOX 燃

料加工施設におけ

るＢクラスに分類

する施設を記載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき MOX 燃

料加工施設におけ

るＣクラスに分類

する施設を記載し

た。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(6／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
3.  耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分

類 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大

事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設

備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する

可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部

に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性物質

による影響を低減させるために必要となる施設であって，環

境への影響が大きいもの。 

a. MOX を非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブ

ボックス等であって，その破損による公衆への放射線の影

響が大きい施設 

b. 上記 a.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放

散を抑制するための設備・機器 

c. 上記 a.及び b.の設備・機器の機能を確保するために必

要な施設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響が

Ｓクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又は MOX を非密封で

取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であっ

て，その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さい

もの（ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式により

その破損による公衆への放射線の影響が十分小さいもの

は除く。） 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) MOX燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するものの

ほか，補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含

めて健全性を保持する観点で，これらを主要設備等，補助設備，直接支

持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分す

る。 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備等，補助設

備及び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支

持構造物の支持機能及び波及的影響の評価については，それぞれ関連

する設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障がないこ

とを確認する。 

 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾

性範囲に留まるとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して構造

物全体として変形能力について十分な余裕を有するように設計する。 

(3) 一時保管ピット，原料MOX粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装置，

ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，燃料棒

貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネルは，核燃料物質を取り扱うとい

う観点からＢクラスとする。また，容器等が相互に影響を与えないよう

にするために，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して過度な変形等が

生じないよう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放

射性物質を移送するための配管及びサンプリング配管のうち，明らか

に取扱量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を除

き，下位の分類とする。 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスとする。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第 1室，粉末調

整第 2 室，粉末調整第 3 室，粉末調整第 4 室，粉末調整第 5 室，粉末

調整第 6室，粉末調整第 7室，粉末調整室前室，粉末一時保管室，点検

第 1 室，点検第 2 室，ペレット加工第 1 室，ペレット加工第 2 室，ペ

レット加工第 3 室，ペレット加工第 4 室，ペレット加工室前室，ペレ

ット一時保管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検第 3室，点検第 4

室，現場監視第 1室，現場監視第 2室，スクラップ処理室，スクラップ

処理室前室及び分析第 3室で構成する区域の境界の壁及び床(以下「重

要区域の壁及び床」という。)をＳクラスとする。 

(6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している柱，梁並びに

地上１階以上の外壁は，遮蔽機能を有するためＢクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，弾性範囲を

超える場合であっても，排気設備との組合せで，閉じ込め機能を確保で

きることからこれを許容する。 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂクラスとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水によって

安全機能を有する施設のうち，MOX燃料加工施設内部で想定される溢水

に対して，閉じ込め機能，臨界防止等の安全機能を維持するために必要

な設備の安全機能が損なわれない設計とする。 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路

については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその機能を保持す

る設計とする。 

 • 事業変更許可申請

書に基づき，耐震

重要度分類上の留

意事項を記載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

• 燃料加工建屋につ

いて，安全性向上

の観点から建屋全

体における弾性設

計用地震動Ｓｄに

対する設計を行う

ものであり，評価

方法及び評価結果

は「Ⅲ－２－１－

１－１－１－２ 燃

料加工建屋の耐震

計算書」に示す。 

評価対象部位は燃

料加工建屋の上部

構造とし，弾性設

計用地震動Ｓｄに

対して各階の耐震

壁のせん断ひずみ

度がおおむね弾性

範囲内に留まるこ

とを確認すること

により，建屋全体

がおおむね弾性範

囲内に留まること

を確認する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(7／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 2.4 MOX燃料加工施設の区分 

2.4.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するもののほ

か，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全

性が保たれて初めて維持し得るものであることを考慮し，これらを主要設

備等，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮

すべき施設に区分する。 

 

 

2.4.2 各区分の定義 

 各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び構築物をい

う。 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備等の補助的役

割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付けられる

支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物を

いう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける

構造物（建物・構築物）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位の耐震クラスに属するもの

の破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれ

のある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

 

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備等，補助設備及び直接支持構造物につい

ては，同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び設備相

互間の影響については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地

震動に対して安全上支障ないことを確認するものとする。 

 

 

安全機能を有する施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を第

2.4-1 表に，安全機能を有する施設の申請設備の耐震重要度分類表を第

2.4-2 表に示す。 

 

同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震

動(以下「検討用地震動」という。)を併記する。 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

2.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的

な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものである

ことを考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分す

る。 

 

2.2.2 各区分の定義 

各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補

助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付け

られる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受

ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のう

ち，その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討

については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」

に示す。 

 

2.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこと

を確認するものとする。 

 

設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を

表2-1 に，設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類を表

2-2 に示す。 

 

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適

用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設

における主要設備

等には，構築物を

含めるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

• MOX 燃料加工施設

においては安全機

能を有する施設と

して車両を有して

いないため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(8／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点 

 

 

機器とそれに接続する配管系又は配管系中で重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第 1弁又は上位クラス側の第 1

弁とする。取合点となる第 1弁は，第 3-１図に示すように上位の重要度

分類に属するものとする。 

 

 
第 3-１図 重要度分類の取合点 

 

 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とする。取合点

となる第1 弁は，上位の重要度分類に属するものとする。 

 

(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁ま

でをＳクラスとする（図3-1 参照）。 

 

 
 

 

(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材

圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウンダリの場合は第2 

弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 弁（注2）とする。

取合点となる弁は，図3-2 に示すように上位の重要度分類に属

するものとする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉固有の設計

上の考慮であり，

MOX 燃料加工施設

においては修正方

針（2）で記載の内

容で対応している

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

• JEAG4601-1984 に

おいて，耐震重要

度分類は，通常時

閉あるいは隔離可

能な弁を設置する

ことで上位クラス

と下位クラスの境

界とすることとさ

れている。発電炉

における原子炉冷

却材圧力バウンダ

リ（以下「RCPB」

という。）につい

ては，「発電用軽

水型原子炉施設に

関する安全設計審

査指針」及び「実

用発電原子炉及び

その附属施設の位

置，構造及び設備

の基準に関する規

則」の第十七条の

解釈にて示されて

おり，通常時閉か

つ事故時閉のライ

ンの隔離弁以外は

第 2隔離弁までと

定義されている。

また，RCPB の耐震

機器⼜は主管 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(9／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
重要度分類がＳク

ラスと定義されて

いることから第 2

隔離弁を含む場合

を上位クラスとし

て記載している。

また，その他は上

位クラスから見て

第 1弁としてい

る。 

一方，MOX 燃料加

工施設においては

「実用発電用原子

炉及びその付属施

設の位置、構造及

び設備の基準に関

する規則」の解釈

における定義に該

当する設備はな

く，MOX 燃料加工

施設の弁は発電炉

における「その他

は上位クラスから

見て第 1弁」に該

当することから，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(10／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

3.2 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の分類を

各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び

設置状態を踏まえ，以下のとおりに分類する。下記の分類に

基づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について「Ⅲ－１

－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の

基本方針」の第 2.4-１表に示す。 

 

 

 

 (1) 常設重大事故等対処設備 

 

 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属す

る設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替

するもの 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備 

 

常設重大事故等対処設備であって，上記 a. 以外のもの 

 

 

4. 重大事故等対処施設の設備分類  

4.1  耐震設計上の設備分類 

重大事故等対処施設の各設備が有する重大事故等に対処するために

必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

 

 

 

 

 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故(「重大事故等」と

いう。)が発生した場合において，対処するために必要な機能を有す

る設備であって常設のもの。 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基

準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの。 

 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記a.以外のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設備分類上の留意事項 

設備分類上の留意事項を示す。 
(1) 重大事故等対処設備の設計においては，重大事故等対処施設が代替

する機能を有する安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力

を適用するが，適用に当たっては以下を考慮する。 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備については，耐震重要施設に属

する安全機能を有する施設の安全機能を代替する設備であることか

ら，耐震重要施設の耐震設計に適用する基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれな

い設計とする。 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

については，代替する安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れない設計とする。 

具体的には，代替する安全機能を有する施設の耐震重要度がＢク

ラス又はＣクラスの施設については，それぞれの重要度に応じた地

震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれな

い設計とする。 

 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有

する重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以

下の通りに分類する。 

 

 

 

 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等時に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設計す

るもの 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じた

ものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可申請書

に合わせた記載とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故緩和設備の分類

がないため記載し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可申請書

に基づき，設備分類

上の留意事項を記載

した。 

 

 

385



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(11／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 4.3 重大事故等対処施設の区分 

4.3.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほか，支持構造

物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであ

ることを考慮し，これらを設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及

的影響を考慮すべき施設に区分する。 

 

 

4.3.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有する設備で，

重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備及び間接的に関連す

る設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくは

これらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構

造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損等によって

上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設をいう。波及

的影響を考慮すべき施設の検討については，「Ⅲ－１－１－４ 波及的

影響に係る基本方針」に示す。 

 

4.3.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とするが，間接

支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連す

る設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障のないことを確

認するものとする。 

 

重大事故等対処施設の耐震設計上の設備分類を第 4.3.3-1 表に，重大事

故等対処施設の申請設備の設備分類を第 4.3.3-2 表に示す。また，同表に

は，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認

する検討用地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する検討用地震

動を併記する。 

 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

4.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほ

か，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初

めて維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接

支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設

に区分する。 

 

4.2.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有

する設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備

及び間接的に関連する設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造

物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物

をいう。 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損

等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある

施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とす

るが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響につい

ては，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に

対して安全上支障のないことを確認するものとする。 

 

重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表4-1 に，

重大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表4-2 に示す。ま

た，同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持さ

れることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に

適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(12／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 4.4 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

 機器とそれに接続する配管系又は配管系中で，上位クラス施設と下

位クラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁又は上位

クラス側の第1弁とする。取合点となる第1 弁は，第4.4-１図に示す

ように上位クラス施設に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び重大事故等対処設備

が設置されている重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，

上位クラスの施設以外のMOX燃料加工施設内にある施設（資機材等を

含む。）をいう。 

 
第4.4-１図 設備分類の取合点 

 

 

 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位

クラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とす

る。取合点となる第1 弁は，上位クラス施設に属するものとす

る。 

 

(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点

は，原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウ

ンダリの場合は第2 弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 

弁（注2）とする。取合点となる弁は，図5-1 に示すように上位

クラス施設に属するものとする。 

 

 

 

 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されている

重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上位クラス

の施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含む。）をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉固有の機能

要求であり，MOX 燃

料加工施設には類

似する機能要求が

ないため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故緩和設備の分類

がないため記載し

ない。 

 

 

機器⼜は主管 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(13／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
  

 

 

• 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

第
2
.
4
-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
(
1
/
1
4
)
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(14／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 

• 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

第
2
.
4
-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
(
2
/
1
4
)
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(15／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 

• 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

第
2
.
4
-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
(
3
/
1
4
)
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(16／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 

• 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

第
2
.
4
-
1
表
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ス
別
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設
(
4
/
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4
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(17／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 

• 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

第
2
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1
表
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(18／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 
 

 

• 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

第
2
.
4
-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
(
6
/
1
4
)
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(19／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

第
2
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4
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(20／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(21／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(22／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(23／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

第
2
.
4
-
1
表
 
ク
ラ
ス
別
施
設
(
1
1
/
1
4
)
 

398



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(24／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(25／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(26／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(27／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 注記 

＊1：主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備・機器及び構築

物をいう。 

＊2：補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助的役割

をもつ設備をいう。 

＊3：直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付けられる

支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物を

いう。 

＊4：間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける

構造物（建物・構築物）をいう。 

＊5：燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽

は，Ｂクラスとする。また，燃料加工建屋は，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動による地震力に対して構造

物全体として変形能力について十分な余裕を有するように設計する。 

＊6：波及的影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属するもの

の破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれ

のある設備であり，主要設備等に適用される地震力により，上位分類

に属するものに波及的影響を及ぼさないように設計する。 

＊7：Ｓクラスの設備・機器，Ｂクラスの設備・機器及びＣクラスの設

備・機器は，その機能上Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに該当する

部分とする。 

＊8：ＳS：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力。 

ＳB：耐震Ｂクラス施設に適用される地震力。 

ＳC：耐震Ｃクラス施設に適用される地震力。 

＊9：地下３階から地下２階に搬送する一部のグローブボックスを除く。 

＊10：焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を含む。焼結炉に関連する

焼結炉内部温度高による過加熱防止回路は，加熱の停止に必要な範囲

をＳクラスとする。 

＊11：非常用所内電源設備は，非常用発電機，燃料油貯蔵タンク，非常用

直流電源設備，非常用無停電電源装置，高圧母線及び低圧母線で構成

する。非常用発電機は，発電機能を維持するために必要な範囲をＳク

ラスとする。 

＊12：小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路及び小規模焼

結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路を含む。小規模焼結

処理装置に関連する小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止

回路及び小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路

は，加熱の停止に必要な範囲をＳクラスとする。 

＊13：排気機能の維持に必要な回路を含む。 

＊14：安全上重要な施設のグローブボックスに付随するもの。 

＊15：安全上重要な施設のグローブボックスの消火に関する範囲。 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(28／99) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 ＊16：安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの。 

＊17：安全上重要な施設のグローブボックスの給気系に設置するもの。 

＊18：混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度

異常遮断弁（焼結炉系，小規模焼結処理系）。 

＊19：＊9で除いたグローブボックス。 

＊20：ゲートを含む。 

＊21：一時保管ピット，原料 MOX 粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装

置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，

燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネルは，Ｂクラスの設備・機

器であるが，基準地震動による地震力に対して過大な変形等が生じな

いように設計する。 

＊22：分析済液処理装置のうち，二重管の外管。 

＊23：窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路

については，基準地震動による地震力に対してその機能を保持する設

計とする。 

＊24：排気筒はＣクラスであるが，燃料加工建屋へ波及的影響を与えない

よう，基準地震動による地震力に対して耐震性が確保される設計とす

る。 

＊25：溢水防護設備の緊急遮断弁については，加速度大による緊急遮断弁

作動回路を含む。 

＊26：燃料加工建屋内の当該設備の配管は，基準地震動による地震力に対

して耐震性が確保される設計とする。 

＊27：燃料加工建屋内の当該設備の配管のうち，緊急遮断弁により保有水

の流出を防止する範囲は，基準地震動による地震力に対して耐震性が

確保される設計とする。 

＊28：＊18 以外。 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(29／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 

 

 

404



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(30／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(31／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(32／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(33／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(34／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(35／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(36／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(37／99) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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